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10⽉1日から⿃栖・三養基⻄部リサイクルプラザ
搬⼊⼿数料を改定します
事業内容  ⿃栖・三養基⻄部リサイクルプラザへ直接ごみを搬⼊する場合の⼿数料を10⽉1

⽇（火）から次のとおり改定します。
■改定内容

■搬⼊時における注意事項
・施設への搬⼊は、原則本人（又は同一世帯の人）のみ
・住所確認のため運転免許証等の提示をお願いしています
・スムーズな搬⼊処理のため、あらかじめ、粗⼤ごみ、⾦物、われもの、資源ごみ
などに分別してください
・搬⼊できないもの、基準外のものはお持ち帰りいただく場合があります
※対象地域外（⿃栖市、上峰町、みやき町以外の地域）からの搬⼊はできません
◎一般家庭のごみ
【法令等により搬⼊できないもの】
・テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、産業廃棄物（農機具等）
【安全衛生上搬⼊できないもの】
・プロパンボンベ等引火性のあるもの、医療廃棄物、農薬、生ごみほか
【その他搬⼊できないもの】
・⾃転⾞・バイクの本体及びタイヤ等の部品、消火器、⽯・砂等、耐火⾦庫、直径
40㎝以上⻑さ50㎝以上の⽊類ほか
◎事業所のごみ
【搬⼊できないもの】…産業廃棄物、直径40㎝以上⻑さ50㎝以上の⽊枝
【搬⼊できるもの】…紙くず、⽊くず、繊維くず、机・イス・文具等で家庭から出
るごみと同じ量・質

現⾏（9⽉30⽇まで） 改定後（10⽉1⽇以降）

家庭系
一般廃棄物

1回の搬⼊量100kgまで300円
100kgを超えて50kgごとに200円

1回の搬⼊量50kgまで300円
50kgを超えて50kgごとに200円

事業系
一般廃棄物

1回の搬⼊量100kgまで1,500円
100kgを超えて50kgごとに800円

1回の搬⼊量50kgまで800円
50kgを超えて50kgごとに800円


